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す
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委
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査
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。

今
回
の
条
例
改
正
は
国
の
上
位
法
の
改
正
に

よ
る
も
の
で
、
市
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
と
の
説
明
を
受
け
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
条
例
で
市
が
単
独
で
取
り
組
ん
で
い

る
内
容
が
あ
る
の
か
、
市
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ

ト
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
部
分
な
の
か
と
い

う
質
疑
に
対
し
、
市
が
単
独
で
取
り
組
ん
で
い
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こ
と
は
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。
家
庭
的
保
育
と
は
５
人
以
下

の
幼
児
を
預
か
っ
て
い
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で
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認
可
を

取
っ
て
も
ら
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こ
と
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ら
、
市
の
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安
定
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保
育
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供
で
き
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メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と

答
弁
。
上
位
法
の
改
正
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な

く
、
条
文
、
条
項
で
不
具
合
な
表
現
を
市
全
般

の
条
例
に
つ
い
て
も
整
理
し
た
の
か
と
の
質
疑

に
対
し
、
議
案
第
55
号
に
か
か
る
条
例
改
正
で

何
カ
所
か
不
合
理
な
部
分
に
つ
い
て
の
み
直
し

ま
し
た
と
の
答
弁
。
改
正
文
中
に
お
け
る
字
句

の
間
違
い
を
指
摘
し
訂
正

さ
れ
た
議
案
書
に
よ
り
質

疑
を
行
い
ま
し
た
。

審査についての報告

議案第55号

福祉教育
常任委員会

全員賛成で
可決

石部小学校グラウンド芝生化事業
石部小学校近隣民家へのグラウンドの砂埃対策として、

グラウンドの芝生化が計画されました。平成29年６月学校
関係者や地域住民の協力で見事に芝生化が完成されました。
子どもたちが休み時間にグラウンドで遊んだり、外に出る
ことが多くなったと聞きました。事業の継続は単に芝生の
管理業務だけに留まらず地域住民と学校との協働をさらに
拡充されることに期待するものです。現在、「石部小学校校
庭の芝生を育てる会」が石部小学校運営協議会、石部学区ま
ちづくり協議会、石部小学校PTA、スポーツ少年団で組織
され、年間60万円の委託契約となっています。各団体の構
成員が当番制で芝の維持管理に従事していただいているが、
学校施設の維持管理を地元団体のボランティアにそのすべ
てを依存することには検討の余地があると思います。市も
今後の課題として、委託内容を見直し、ボランティアとし
て継続可能な内容を検討するとともに、市の責任で維持管
理体制を検討すべきではないでしょうか。

安心応援ハウス事業
高齢者の心身の健康を維持し、寝たきりや閉じこもりを

予防する。高齢者が地域で安心して暮らせることを目指し
ています。市内の各区では、これまで、事業の目的、内容
の捉え方がまちまちであり、今年度から開催回数に応じた
補助金体制が採られたことから、各区では混乱があります。
事業の目的、内容について、今一度事業の趣旨を理解して
もらえるようにすべきだと思う。実施については広域でな
く狭域、できれば各区において数カ所の拠点設置が求めら
れます。新設の事業に「100歳体操」を含めるとのことです
が、すでに実施されているサロンとの公平性にかけること
から慎重な対応
が求められ弾力
的に運用すべき
ではないでしょ
うか。

事業評価について
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